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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　常時電力を供給する電源との接続を行う第１の接続部と、
　外部からの検出データを取得する検出データ取得部と、
　前記検出データ取得部が取得した検出データを第１のネットワークを介して送受信する
第１の通信部と、
　中継ネットワークとの接続を行う第１の中継部と、
　を有するスマートメータと、
　定容量の電源との接続を行う第２の接続部と、
　第２のネットワークを介して通信する第２の通信部と、
　前記中継ネットワークを介して、前記第１の中継部に接続された第２の中継部と、
　前記第２の通信部及び前記第２の中継部を、消費電力が高く通信が可能な起動状態とす
るか、消費電力が低く通信をしないスリープ状態とするかを制御する起動制御部と、
　を有するゲートウェイ装置と、
　を有し、
　前記第１の中継部及び前記第２の中継部は、
　前記ゲートウェイ装置と前記スマートメータとの間で常時通信可能な非同期モードで通
信を行う非同期通信部と、
　前記ゲートウェイ装置と前記スマートメータとの間で、同期信号及び同期確認信号の送
受信により、同期の確立及び維持を行う同期制御部と、
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　前記ゲートウェイ装置と前記スマートメータとの間で、前記起動状態であり、且つ確立
された同期に従った所定のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信部と、
　を有する通信システム。
【請求項２】
　前記第１の中継部及び前記第２の中継部における同期通信部は、確立された同期に従っ
た所定の間隔で開く間欠ウィンドウによって通信を行う間欠通信部を有する請求項１記載
の通信システム。
【請求項３】
　前記第１の中継部及び前記第２の中継部における同期通信部は、１回の間欠ウィンドウ
で通信できる容量を超えるデータを、まとめて送受信する拡張ウィンドウによって通信を
行う拡張通信部を有する請求項２記載の通信システム。
【請求項４】
　前記第１の中継部及び前記第２の中継部における前記非同期通信部は、前記第１の中継
部の同期制御部が同期確認信号を受信できない場合又は前記第２の中継部の同期制御部が
同期信号を受信できない場合に、非同期モードでの通信を行う請求項１～３のいずれか１
項に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記同期制御部は、次回の間欠ウィンドウの開始タイミングを、前記同期信号の送信時
刻又は受信時刻に、所定のオフセット値を加算又は減算して補正する補正部を有する請求
項２又は請求項３記載の通信システム。
【請求項６】
　常時電力を供給する電源との接続を行う第１の接続部と、
　外部からの検出データを取得する検出データ取得部と、
　前記検出データ取得部が取得した検出データを第１のネットワークを介して送受信する
第１の通信部と、
　中継ネットワークとの接続を行う第１の中継部と、
　を有し、
　前記第１の中継部は、
　前記中継ネットワークを介して、ゲートウェイ装置と常時データを通信可能な非同期モ
ードで通信を行う非同期通信部と、
　同期信号及び同期確認信号の送受信により、前記ゲートウェイ装置と同期の確立及び維
持を行う同期制御部と、
　前記ゲートウェイ装置との間で、前記起動状態であり、且つ確立された同期に従った所
定のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信部と、
　を有するスマートメータ。
【請求項７】
　前記同期通信部は、確立された同期に従った所定の間隔で開く間欠ウィンドウによって
通信を行う間欠通信部を有し、
　前記同期制御部は、同期信号に、間欠ウィンドウの開始タイミング、間欠ウィンドウの
継続時間、間欠ウィンドウを繰り返す回数を含めて設定する同期設定部と、
　前記同期設定部により設定された設定内容に基いて、前記ゲートウェイ装置との同期を
確立する同期確立部と、
　を有する請求項６記載のスマートメータ。
【請求項８】
　前記同期制御部は、同期信号に対する同期確認信号が受信できなかった間欠ウィンドウ
と同一の間欠ウィンドウ内で、同期信号の再送が可能な場合には、当該間欠ウィンドウ内
で再送し、当該間欠ウィンドウを経過した場合には、次回以降の間欠ウィンドウで再送を
行う再送制御部を有する請求項６又は請求項７記載のスマートメータ。
【請求項９】
　定容量の電源との接続を行う第２の接続部と、
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　第２のネットワークを介して通信する第２の通信部と、
　前記中継ネットワークを介して、スマートメータに接続された第２の中継部と、
　前記第２の通信部及び前記第２の中継部を、消費電力が高く通信が可能な起動状態とす
るか、消費電力が低く通信をしないスリープ状態とするかを制御する起動制御部と、
　を有し、
　前記第２の中継部は、
　前記中継ネットワークを介して、前記スマートメータと常時通信可能な非同期モードで
通信を行う非同期通信部と、
　前記スマートメータとの間で、同期信号及び同期確認信号の送受信により、同期の確立
及び維持を行う同期制御部と、
　前記スマートメータとの間で、前記起動状態であり、且つ確立された同期に従った所定
のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信部と、
　を有するゲートウェイ装置。
【請求項１０】
　前記起動制御部が、前記第２の通信部が情報を受信するために起動状態とした場合に、
前記所定のタイミングまで受信した情報を蓄積する蓄積部を有する請求項９記載のゲート
ウェイ装置。
【請求項１１】
　前記起動制御部が、前記第２の通信部が情報を受信するために起動状態としてから、次
回の所定のタイミングが到来して前記蓄積部が蓄積した情報を送信するまで、継続して起
動状態とするように、起動制御部による起動条件を設定する起動設定部を有する請求項１
０記載のゲートウェイ装置。
【請求項１２】
　前記起動制御部が、前記第２の通信部が情報を受信するために起動状態としてから、次
回の所定のタイミングが到来するまでスリープ状態として、当該タイミングが到来した場
合に起動状態として前記蓄積部が蓄積した情報を送信するように、起動制御部による起動
条件を設定する起動設定部を有する請求項１０記載の通信システム。
【請求項１３】
　前記第２の中継部は、複数のチャネルのうち、周期的に到来する１つのチャネルを、通
信に使用するチャネルとして設定するチャネル設定部を有する請求項９～１２のいずれか
１項に記載のゲートウェイ装置。
【請求項１４】
　常時電力を供給する電源に接続との接続を行う第１の接続部と、
　外部からの検出データを取得する検出データ取得部と、
　前記検出データ取得部が取得したデータを第１のネットワークを介して送受信する第１
の通信部と、
　中継ネットワークとの接続を行う第１の中継部と、
　を有するコンピュータに、
　前記中継ネットワークを介して、ゲートウェイ装置と常時データを通信可能な非同期モ
ードで通信を行う非同期通信処理と、
　同期信号及び同期確認信号の送受信により、前記ゲートウェイ装置と同期の確立及び維
持を行う同期制御処理と、
　前記ゲートウェイ装置との間で、前記起動状態であり、且つ確立された同期に従った所
定のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信処理と、
　を実行させる通信プログラム。
【請求項１５】
　定容量の電源との接続を行う第２の接続部と、
　第２のネットワークを介して通信する第２の通信部と、
　前記中継ネットワークを介して、スマートメータに接続された第２の中継部と、
　前記第２の通信部及び前記第２の中継部を、消費電力が高く通信が可能な起動状態とす
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るか、消費電力が低く通信をしないスリープ状態とするかを制御する起動制御部と、
　を有するコンピュータに、
　前記中継ネットワークを介して、スマートメータと常時通信可能な非同期モードで通信
を行う非同期通信部と、
　前記スマートメータとの間で、同期信号及び同期確認信号の送受信により、同期の確立
及び維持を行う同期制御部と、
　前記スマートメータとの間で、前記起動状態であり、且つ確立された同期に従った所定
のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信部と、
　を有する通信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、例えば、外部からデータを取得するネットワークと他のネットワ
ークとを接続する通信システム、スマートメータ、ゲートウェイ装置及び通信プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートメータの通信装置は、各需要家の電力使用量等の検針データを、定期的に外部
に送信する。通信装置からの検針データの送信先は、ヘッドエンドシステム（以下、ＨＥ
Ｓとする）である。ＨＥＳは、集線装置と呼ばれ、多数のスマートメータからの検針デー
タを管理する。ＨＥＳは、各種コマンドを送信してスマートメータをリモートで制御する
機能などを持つ。例えば、通信装置をリモートでリセットするコマンド、ソフトウェアを
ダウンロードさせるコマンドがある。また、定期的な検針データが受信できていない場合
、再送を要求するコマンド、居住者が不在になった場合、強制的に電源を切るコマンドも
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－６１６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、スマートメータの通信装置は、検針データを定期的に送信する。例えば
、メーターデータマネージメントシステム（以下、ＭＤＭＳとする）のコンピュータに、
３０分ごとに検針データを送信する態様が存在する。このように、検針データを外部に送
信するネットワークを、Ａルートと呼ぶ。また、検針データを宅内に設けられた管理装置
と送受するネットワークを、Ｂルートと呼ぶ。
【０００５】
　さらに、将来的には、このような電力の検針データの送受信に関するネットワークに、
電力以外のデータを収集するネットワークを接続して、より多様なデータに基づくエネル
ギー管理をすることが好ましい。このようなネットワークの例としては、種々のパラメー
タを検出するセンサ付端末を互いに接続したセンサネットワークがある。この場合、スマ
ートメータは、これらのデータをネットワークから受信することと、ネットワークに接続
された機器を操作するための各種のコマンドを当該ネットワークへ送信する必要がある。
【０００６】
　但し、他のデータを収集するネットワークを構成する通信装置には、スマートメータの
ように常時起動させることができない装置も存在する。例えば、データを収集するネット
ワークの窓口となるゲートウェイ装置が電池駆動であって、消費電力の節約のために、一
定時間ごとにＣＰＵが起動して、起動中だけデータを送受信している場合がある。
【０００７】
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　すると、スマートメータが、Ａルート側での通信のために常時起動していたとしても、
データの送受信のタイミングを合わせることができない場合がある。特に、スマートメー
タがコマンドを送信しようとしても、ゲートウェイ装置が起動していない場合には、送信
できない。
【０００８】
　さらに、無線マルチホップにおいて、スマートメータが、複数のチャネルを切り替えて
他のスマートメータと通信を行う方式の場合、使用中のチャネルはゲートウェイ装置との
通信に使用できない。このため、たとえゲートウェイ装置が起動していても、通信はでき
ない。
【０００９】
　本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたもの
であり、その目的は、消費電力の節約のために、常時起動しているとは限らないゲートウ
ェイ装置と、常時起動しているスマートメータとの間での通信を確保できる通信システム
、スマートメータ、ゲートウェイ装置及び通信プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態である通信システムは、上記のような目的を達成するために提案され
たものであり、常時電力を供給する電源との接続を行う第１の接続部と、外部からの検出
データを取得する検出データ取得部と、前記検出データ取得部が取得した検出データを第
１のネットワークを介して送受信する第１の通信部と、中継ネットワークとの接続を行う
第１の中継部と、を有するスマートメータを有する。また、本実施形態は、定容量の電源
との接続を行う第２の接続部と、第２のネットワークを介して通信する第２の通信部と、
前記中継ネットワークを介して、前記第１の中継部に接続された第２の中継部と、前記第
２の通信部及び前記第２の中継部を、消費電力が高く通信が可能な起動状態とするか、消
費電力が低く通信をしないスリープ状態とするかを制御する起動制御部と、を有するゲー
トウェイ装置を有する。
【００１１】
　さらに、前記第１の中継部及び前記第２の中継部は、前記ゲートウェイ装置と前記スマ
ートメータとの間で常時通信可能な非同期モードで通信を行う非同期通信部と、前記ゲー
トウェイ装置と前記スマートメータとの間で、同期信号及び同期確認信号の送受信により
、同期の確立及び維持を行う同期制御部と、前記ゲートウェイ装置と前記スマートメータ
との間で、前記起動状態であり、且つ確立された同期に従った所定のタイミングで通信す
る同期モードで通信を行う同期通信部と、を有する。
【００１２】
　なお、他の態様として、上記の各部の機能をコンピュータに実行させるプログラムとし
て捉えることもできる。また、他の態様として、上記の各部を有するスマートメータ、ゲ
ートウェイ装置として構成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態を適用した通信システムの構成図である。
【図２】スマートメータ及びゲートウェイ装置を示すブロック図である。
【図３】第１の中継部、第２の中継部を示すブロック図である。
【図４】同期の確立処理を示すシーケンス図である。
【図５】間欠ウィンドウ処理を示すシーケンス図である。
【図６】拡張ウィンドウ処理を示すシーケンス図である。
【図７】同期外れからの復帰処理を示すシーケンス図である。
【図８】チャネル切替通信における下り通信を示すシーケンス図である。
【図９】下り通信の再送処理を示すシーケンス図である。
【図１０】チャネル切替通信における上り通信を示すシーケンス図である。
【図１１】上り通信の再送処理を示すシーケンス図である。
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【図１２】上り通信の再送処理を示すシーケンス図である。
【図１３】チャネル制御を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［実施形態の構成］
［概要］
　まず、図１に、本実施形態の通信システムＳの構成例を示す。通信システムＳは、中継
ネットワークＮ３を介して接続されたスマートメータ１００とゲートウェイ装置２００と
を有する。通信システムＳが通信する情報は、各種のデータ及びコマンド等を含む。
【００１５】
　スマートメータ１００は、例えば、電力メータである。各スマートメータ１００は、各
需要家Ｃに設置されている。スマートメータ１００は、各需要家Ｃの検出データを収集し
、外部に送信する装置である。検出データは、電力に関するデータであり、例えば、各需
要家Ｃの電力使用量を含む。検出データは、検出装置が検出する。検出装置は、各需要家
Ｃの電力設備に接続された電流センサ、電圧センサを含む。検出データは、検出値そのも
の及び検出値に基づいて演算されたデータを含む。このように検出データを収集する通信
経路は、Ｂルートと呼ばれる。なお、Ｂルートには、ＨＥＭＳ（Home Energy Management
 System）７００が含まれる。ＨＥＭＳ７００は、各需要家Ｃにおける個々の電力消費機
器の電力消費量を収集、制御するシステムである。
【００１６】
　スマートメータ１００は、第１のネットワークＮ１、ＷＡＮ(Wide Area Network)４０
０等を介して、電力を管理するシステムに接続されている。第１のネットワークＮ１とし
ては、例えば、３Ｇ／ＬＴＥ等の公衆網、９２０ＭＨｚ帯を利用した無線マルチホップ、
電力線を使ったＰＬＣ等を適用することができる。なお、第１のネットワークＮ１は、一
般的なスマートメータ通信システムにおいて、Ａルートと呼ばれる通信経路を構成してい
る。
【００１７】
　ＷＡＮ４００としては、例えば、光回線、３Ｇ／ＬＴＥ等の公衆網を用いることができ
る。電力を管理するシステムとしては、ＨＥＳ(Head end system)５００、ＭＤＭＳ(Mete
r Data Management System)６００がある。ＨＥＳ５００は、多数のスマートメータ１０
０からの検出データを収集し、一元管理するサーバ群である。ＨＥＳ５００は、ＭＤＭＳ
(Meter Data Management System)６００との情報の送受信を行う。ＭＤＭＳ６００は、ス
マートメータ１００から収集した検出データを分析し、電力料金の設定等、需要家Ｃに対
して効率的なエネルギー利用に関する情報を提供するシステムである。
【００１８】
　ゲートウェイ装置２００は、第２のネットワークＮ２を介して、各種のデータを収集す
る装置である。第２のネットワークＮ２は、Ａルートを構成する第１のネットワークＮ１
とは別のネットワークである。第２のネットワークＮ２を介して収集されるデータは、電
力に関するデータであっても、電力以外のデータであってもよい。第２のネットワークＮ
２の一例は、上述のセンサをノードとして含むセンサネットワークである。また、ゲート
ウェイ装置２００は、第１のネットワークＮ１から送信され、第２のネットワークＮ２に
接続された機器を操作するための各種のコマンドを中継する。
【００１９】
　スマートメータ１００とゲートウェイ装置２００は、中継ネットワークＮ３を介してデ
ータを送受信する。つまり、ゲートウェイ装置２００は、異なるネットワークを接続する
通信装置である。中継ネットワークＮ３を介して送受信されるデータは、電力に関するデ
ータであっても、電力以外のデータであってもよい。上記のコマンドも送受信される。
【００２０】
　スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００は、ＣＰＵ、メモリ、インタフェース
等を含むマイクロプロセッサ等のコンピュータを、所定のプログラムで制御することによ
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って実現できる。つまり、起動時にメモリから読み出されるプログラムを、ＣＰＵが実行
することによって、以下に示す各種の処理部が構成される。この場合のプログラムは、コ
ンピュータのハードウェアを物理的に活用することで、以下に示す各種の処理を実現する
。このため、以下の説明では、各種の処理を実現するための機能を仮想的にブロック化し
た機能ブロック図を用いる。
【００２１】
　共通のＣＰＵ、メモリ等が作動する機能であっても、別の処理部として観念できる機能
については、別個のブロックで示している。例えば、通信処理については、異なるプロト
コルに基いて処理を行う機能や異なるネットワークと接続する機能について、別個の処理
部として捉えている。
【００２２】
　但し、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフトウェアで処理する範囲を
どのように設定するかは、特定の態様には限定されない。たとえば、以下に述べる各処理
部のいずれかを、それぞれの処理を実現する回路として構成することも可能である。
【００２３】
　さらに、以下に述べる各処理部の処理を実行する方法、プログラム及びプログラムを記
録した記録媒体も、実施形態の一態様である。
【００２４】
［スマートメータの構成］
　スマートメータ１００は、図２に示すように、第１の接続部１１０、検出データ取得部
１２０、第１の通信部１３０、第１の中継部１４０を有する。
【００２５】
［第１の接続部］
　第１の接続部１１０は、常時電力を供給する電源との接続を行う処理部である。第１の
接続部１１０は、接続された電源からの電力を、スマートメータ１００に供給する。例え
ば、第１の接続部１１０は、交流電力線を介して交流電源に接続されている。この場合、
第１の接続部１１０は、交直変換回路、レギュレータ等を含む。
【００２６】
［検出データ取得部］
　検出データ取得部１２０は、外部からの検出データを取得する処理部である。検出デー
タ取得部１２０は、各需要家Ｃの電力設備のデータを検出する検出部に接続されている。
検出部は、電流を計測する電流センサ、電圧を計測する電圧センサ等の検出装置、検出デ
ータから電力使用量を演算する電力演算部等を含む。検出データ取得部１２０は、検出部
から入力された検出データの整理、記憶を制御する。
【００２７】
　なお、検出データ取得部１２０は、Ｂルートの通信経路を介した通信を行う処理部であ
る。このため、検出データ取得部１２０は、各需要家Ｃの電力設備、ＨＥＭＳ等との間で
、各種のコマンドを送受信できるようにしてもよい。
【００２８】
［第１の通信部］
　第１の通信部１３０は、検出データ取得部１２０が取得した検出データを、第１のネッ
トワークＮ１を介して送受信する処理部である。つまり、第１の通信部１３０は、Ａルー
トの通信経路を介した通信を行う処理部である。このため、第１の通信部１３０は、第１
のネットワークＮ１に応じて適用される各種のプロトコル、例えば、３Ｇ／ＬＴＥ、無線
マルチホップ、ＰＬＣに従ったプログラムにより、データ及びコマンドを送受信すること
ができる。
【００２９】
［第１の中継部］
　第１の中継部１４０は、中継ネットワークＮ３との接続を行う処理部である。第１の中
継部１４０は、中継ネットワークＮ３を介して、ゲートウェイ装置２００との間で情報の
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送受信を行う。送受信される情報には、スマートメータ１００からのコマンド、ゲートウ
ェイ装置２００が収集したデータ等が含まれる。なお、第１の中継部１４０は、図示はし
ないが、第１のネットワークＮ１との通信に使用するチャネルを設定するチャネル設定部
を有する。このチャネル設定部は、使用可能なチャネルが複数ある場合に、特定の１つの
チャネルを設定する。例えば、無線マルチホップによる通信を行う場合、複数のチャネル
のうち、各スマートメータ１００との通信に、それぞれ周期的に到来するチャネルを使用
する。チャネル設定部は、このようなチャネルを設定する。
【００３０】
　この第１の中継部１４０は、非同期通信部１４１、チャネル設定部１４２、同期制御部
１４３、同期通信部１４４を有する。非同期通信部１４０は、ゲートウェイ装置２００と
の間で常時通信可能な非同期モードで通信を行う処理部である。また、非同期通信部１４
０は、同期制御部１４３が同期確認信号を受信できない場合に、非同期モードでの通信を
行う。
【００３１】
　チャネル設定部１４２は、特定のチャネルをゲートウェイ装置２００との通信に使用す
るチャネルとして設定する処理部である。例えば、チャネル設定部１４２は、使用可能な
チャネルが複数ある場合に、特定の１つのチャネルを設定する。このチャネルは、第１の
通信部１３０が通信に使用しているチャネルと異なるチャネルを使用するように構成して
もよいし、同じチャネルを用いることもできる。
【００３２】
　なお、チャネル設定部１４２は、複数のチャネルのうち、周期的に到来する１つのチャ
ネルを、通信に使用するチャネルとして設定することができる。つまり、第１の通信部１
３０が複数のチャネルを周期的に切り替えて使用している場合、第１の通信部１３０がそ
のチャネルを使用していない時間帯に限って、使用することができる。この場合、チャネ
ル設定部１４２は、周期的に到来するいずれか１つのチャネルのうち、第１の通信部１３
０が使用しないチャネルを設定するか、時間帯を分けて使用することを前提に同じチャネ
ルを設定する。このように、ゲートウェイ装置２００との通信に使用するチャネルを、ホ
ームチャネルと呼ぶ。この場合、ホームチャネルも周期的に到来する。
【００３３】
　同期制御部１４３は、ゲートウェイ装置２００との間で、同期信号及び同期確認信号の
送受信により、同期の確立及び維持を行う処理部である。この同期制御部１４３は、図３
に示すように、同期設定部１４３ａ、同期確立部１４３ｂ、再送制御部１４３ｃ、補正部
１４３ｄを有する。
【００３４】
　同期設定部１４３ａは、同期信号に、間欠ウィンドウの開始タイミング、間欠ウィンド
ウの継続時間、間欠ウィンドウを繰り返す回数を含めて設定する処理部である。間欠ウィ
ンドウは、データを所定の単位で送受信できるように一定時間通信回路を確保する。
【００３５】
　同期確立部１４３ｂは、同期設定部１４３ａにより設定された設定内容に基いて、ゲー
トウェイ装置２００との同期を確立する処理部である。より具体的には、同期確立部１４
３ｂは、同期設定部１４３ａが設定した同期信号の送信とこれに対する同期確認信号の受
信により同期を確立する。
【００３６】
　再送制御部１４３ｃは、同期が確立できない場合やデータが送信できない場合に、同期
信号又はデータの再送を制御する処理部である。例えば、再送制御部１４３ｃは、同期信
号に対する同期確認信号が受信できなかった間欠ウィンドウと同一の間欠ウィンドウ内で
、同期信号の再送が可能な場合には、当該間欠ウィンドウ内で再送し、当該間欠ウィンド
ウを経過した場合には、次回以降の間欠ウィンドウで再送を行う。
【００３７】
　補正部１４３ｄは、次回の間欠ウィンドウの開始タイミングを、同期信号の送信時刻又
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は受信時刻に、所定のオフセット値を加算又は減算して補正する処理部である。補正部１
４３ｄは、例えば、再送制御部１４３ｃによる再送の場合に、次回の間欠ウィンドウの開
始タイミングを補正する。
【００３８】
　同期通信部１４４は、ゲートウェイ装置２００との間で、ゲートウェイ装置２００が起
動状態であり、且つ確立された同期に従った所定のタイミングで通信する同期モードで通
信を行う処理部である。
【００３９】
　同期通信部１４４は、間欠通信部１４４ａ、拡張通信部１４４ｂを有する。間欠通信部
１４４ａは、確立された同期に従った所定の間隔で開く間欠ウィンドウによって通信を行
う処理部である。拡張通信部１４４ｂは、１回の間欠ウィンドウで受信できるデータ量を
超えるデータをまとめて送受信する拡張ウィンドウによって、データを送受信する処理部
である。
【００４０】
［ゲートウェイ装置の構成］
　ゲートウェイ装置２００は、図２に示すように、第２の接続部２１０、第２の通信部２
２０、第２の中継部２３０、起動制御部２４０、起動設定部２５０、蓄積部２６０を有す
る。
【００４１】
［第２の接続部］
　第２の接続部２１０は、定容量の電源との接続を行う処理部である。第２の接続部２１
０は、電源からの電力をゲートウェイ装置２００に供給する。第２の接続部２１０に接続
される電源は、電池である。電池としては、一次電池、二次電池を含む。
【００４２】
［第２の通信部］
　第２の通信部２２０は、第２のネットワークＮ２を介して通信する処理部である。第２
の通信部２２０が、第２のネットワークＮ２を介したデータを送受信するには、後述する
起動制御部２４０が、ゲートウェイ装置２００を起動しているタイミングで行う必要があ
る。
【００４３】
［第２の中継部］
　第２の中継部２３０は、中継ネットワークＮ３を介してスマートメータ１００の第１の
中継部１４０に接続された処理部である。第２の中継部２３０は、非同期通信部２３１、
チャネル設定部２３２、同期制御部２３３、同期通信部２３４を有する。非同期通信部２
３１は、スマートメータ１００との間で常時通信可能な非同期モードで通信を行う処理部
である。また、非同期通信部２３１は、第２の中継部２３０の同期制御部２３３が同期信
号を受信できない場合に、非同期モードでの通信を行う。
【００４４】
　チャネル設定部２３２は、特定のチャネルをスマートメータ１００との通信に使用する
チャネルとして設定する処理部である。このチャネルは、例えば、スマートメータ１００
側が待ち受けている特定のチャネルとする。つまり、スマートメータ１００のチャネル設
定部１４２が設定した特定のチャネルに合わせる。
【００４５】
　なお、チャネル設定部２３２は、複数のチャネルのうち、周期的に到来する１つのチャ
ネルを、通信に使用するチャネルとして設定することができる。スマートメータ１００の
第１の通信部１３０が複数のチャネルを周期的に切り替えて使用している場合、チャネル
設定部２３２が設定するチャネルは、ホームチャネルである。
【００４６】
　同期制御部２３３は、スマートメータ１００との間で、同期信号及び同期確認信号の送
受信により、同期の確立及び維持を行う処理部である。同期制御部２３３は、図３に示す
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ように、同期設定部２３３ａ、同期確立部２３３ｂ、再送制御部２３３ｃ、補正部２３３
ｄを有する。
【００４７】
　同期設定部２３３ａは、スマートメータ１００から受信した同期信号に基いて、間欠ウ
ィンドウの開始タイミング、間欠ウィンドウの継続時間、間欠ウィンドウを繰り返す回数
を設定する処理部である。間欠ウィンドウは、上記のように、データを所定の単位で送受
信できるように確保するバッファである。
【００４８】
　同期確立部２３３ｂは、同期設定部２３３ａにより設定された設定内容に基いて、スマ
ートメータ１００との同期を確立する処理部である。より具体的には、同期確立部２３３
ｂは、同期信号の受信とこれに対する同期確認信号の送信により同期を確立する。
【００４９】
　再送制御部２３３ｃは、同期が確立できない場合やデータが送信できない場合に、同期
確認信号又はデータの再送を制御する処理部である。例えば、再送制御部２３３ｃは、同
期確認信号が送信できなかった間欠ウィンドウと同一の間欠ウィンドウ内で再送が可能な
場合には、当該間欠ウィンドウ内で再送し、当該間欠ウィンドウを経過した場合には、次
回以降の間欠ウィンドウで再送を行う。
【００５０】
　補正部２３３ｄは、次回の間欠ウィンドウの開始タイミングを、同期信号の送信時刻又
は受信時刻に、所定のオフセット値を加算又は減算して補正する処理部である。補正部２
３３ｄは、例えば、第１の中継部１４０の再送制御部１４３ｃによる同期信号の再送の場
合に、次回の間欠ウィンドウの開始タイミングを補正する。
【００５１】
　同期通信部２３４は、スマートメータ１００との間で、ゲートウェイ装置２００が起動
状態であり、且つ確立された同期に従った所定タイミングで通信する同期モードで通信を
行う処理部である。
【００５２】
　同期通信部２３４は、間欠通信部２３４ａ、拡張通信部２３４ｂを有する。間欠通信部
２３４ａは、確立された同期に従った所定の間隔で開く間欠ウィンドウによって通信を行
う処理部である。拡張通信部２３４ｂは、１回の間欠ウィンドウで受信できるデータ量を
超えるデータをまとめて送受信する拡張ウィンドウによって、データを送受信する処理部
である。
【００５３】
［起動制御部］
　起動制御部２４０は、ゲートウェイ装置２００、つまり第２の通信部２２０及び第２の
中継部２３０を、消費電力が高く通信が可能な起動状態とするか、消費電力が低く通信を
しないスリープ状態とするかを制御する処理部である。スリープ状態には、電池の節約の
ために、消費電力を抑えた状態を広く含む。
【００５４】
［起動設定部］
　起動設定部２５０は、起動制御部２４０を起動状態、スリープ状態とするかの起動条件
を設定する処理部である。起動設定部２５０は、例えば、第２のネットワークＮ２からの
データを受信するタイミングを、あらかじめ設定する。このタイミングが到来したら、起
動制御部２４０がゲートウェイ装置２００を起動して、データを受信すると、再度、スリ
ープ状態とする。このタイミングは、上記の間欠ウィンドウのタイミングとは関連付けら
れていない。
【００５５】
　例えば、起動設定部２５０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を受信
するために起動状態としてから、次回の所定のタイミングが到来して、後述する蓄積部２
６０が蓄積した情報を送信するまで、継続して起動状態とするように、起動制御部２４０
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による起動条件を設定する。
【００５６】
　また、起動設定部２５０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を受信す
るために起動状態としてから、次回の所定のタイミングが到来するまでスリープ状態とし
て、当該タイミングが到来した場合に起動状態として蓄積部２６０が蓄積した情報を送信
するように、起動制御部２４０による起動条件を設定する。
【００５７】
［蓄積部］
　蓄積部２６０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を受信するために起
動状態としてから、次回の所定のタイミングまで受信したデータを蓄積する処理部である
。ここでいう所定のタイミングは、同期モードで通信を行う間欠ウィンドウのタイミング
である。
【００５８】
　なお、スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００は、記憶部を有する。記憶部は
、スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００の処理に必要な各種の情報を記憶する
処理部である。記憶部としては、半導体メモリ等を使用できる。スマートメータ１００、
ゲートウェイ装置２００に着脱自在な記憶媒体を記憶部として構成してもよい。
【００５９】
　記憶部には、プログラム等を格納する主メモリ、一時的な記憶領域として使用されるキ
ャッシュメモリ、バッファメモリ、レジスタ等も含まれる。検出装置、第１のネットワー
クＮ１、第２のネットワークＮ２、中継ネットワークＮ３を介して入力されるデータ、コ
マンド等の情報の記憶領域、各部の間での処理タイミングの相違を吸収するための記憶領
域も、記憶部として捉えることができる。
【００６０】
　記憶部に記憶される情報は、上記のデータ、コマンドの他、スマートメータ１００、ゲ
ートウェイ装置２００の各部により生成される情報が含まれる。また、チャネル、タイミ
ング、同期信号、起動条件、ＩＤ、認証鍵、タイムアウトの時間等の各種の設定も、記憶
部に記憶される情報に含まれる。
【００６１】
　さらに、スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００は、現在時刻を示すシステム
時刻を設定するシステム時刻設定部を有している。例えば、プログラムの起動時に、内蔵
されたハードウェアクロックを参照して、システム時刻をメモリ上に設定する。このシス
テム時刻が、スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００の時間情報源となる。
【００６２】
　システム時刻設定部は、所定のタイミングで時刻合わせを行う。例えば、１日に１回、
ＳＮＴＰ（Simple network time protocol）によりシステム時刻とを同期させる。また、
システム時刻設定部は、システム時刻が、ＳＮＴＰによりずれが大きく有効でないと判定
した場合にも同期させることができる。同期させた時刻を、ハードウェアクロックに反映
させてもよい。
【００６３】
［作用］
　以上のような本実施形態の作用を、図４～図１３を参照して説明する。なお、図中、Ｓ
Ｍは、スマートメータ１００、ＧＷは、ゲートウェイ２００である。
（同期の確立）
　まず、同期を確立する処理を、図４を参照して説明する。スマートメータ１００は、基
本的には常時起動しており、第１の中継部１４０における非同期通信部１４１が常時外部
と通信できる状態にある。そして、ゲートウェイ装置２００の起動時には、第２の中継部
２３０の非同期通信部２３１が、常時外部と通信できる状態となる。但し、スマートメー
タ１００とゲートウェイ装置２００は、ゲートウェイ装置２００の起動時には、お互いを
認識していない状態である。
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【００６４】
　この状態から、非同期通信部１４１と非同期通信部２３１とは、互いの接続認証を行う
。この接続認証には、例えば、ＰＡＮＡを用いることができる。つまり、非同期通信部２
３１は、拡張ビーコンリクエスト（ＥＢＲ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｂｅａｃｏｎ　Ｒｅｑ）
を送信する。各スマートメータ１００の記憶部には、電力を管理するシステムから付与さ
れたゲートウェイ装置２００を識別できるＩＤが登録されている。このIＤは、どのゲー
トウェイ装置２００と通信するかを特定するＩＤである。認証鍵等も、スマートメータ１
００の記憶部に登録されている。
【００６５】
　多数のスマートメータ１００のうち、ゲートウェイ装置２００側から送信される拡張ビ
ーコンリクエスト（ＥＢＲ）に含まれるＩＤを登録しているスマートメータ１００の非同
期通信部２３１は、拡張ビーコンを当該ゲートウェイ装置２００に送信する。つまり、複
数のスマートメータ１００のうちのいずれか１つが、ゲートウェイ装置２００と通信する
地位にある。
【００６６】
　なお、スマートメータ１００における第１の通信部１３０が、無線マルチホップ等によ
り、複数のチャネルを周期的に切り替えながら通信を行う場合には、チャネル設定部１４
２、２３２がホームチャネルの設定を行う。つまり、スマートメータ１００のチャネル設
定部１４２は、第１の通信部１３０が使用しない特定のチャネルで待ち受ける。あるいは
使用時間が重複しないようにすることで、第１の通信部１３０が使用するチャネルと同じ
チャネルで待ち受けることも可能である。ゲートウェイ装置２００のチャネル設定部２３
２は、ＥＢＲに対する応答があるまで、チャネルを切り替えて順次サーチする。応答があ
った場合に、チャネル設定部２３２は、そのチャネルをホームチャネルに設定する。
【００６７】
　拡張ビーコンリクエスト（ＥＢＲ）に対する応答である拡張ビーコンを受信したゲート
ウェイ装置２００の非同期通信部２３１は、拡張ビーコンを送信したスマートメータ１０
０の非同期通信部１４１と、ＰＣＩ、ＰＡＲ、ＰＡＮの信号をやり取りすることにより、
接続認証を行い、暗号鍵を共有する。このようにして、ゲートウェイ装置２００と通信す
るスマートメータ１００が１対１で決まる。
【００６８】
　スマートメータ１００における同期確立部１４３ｂは、決定したゲートウェイ装置２０
０に対して同期信号を送信する。ゲートウェイ装置２００における同期確立部２３３ｂは
、同期確認信号を、スマートメータ１００に送信する。同期確認信号を送信したゲートウ
ェイ装置２００の同期確立部２３３ｂ、同期確認信号を受信したスマートメータ１００の
同期確立部１４３ｂは、同期信号で設定された内容で、スマートメータ１００と同期通信
を開始する。つまり、非同期モードから同期モードへ遷移する。なお、同期確立以降のメ
ッセージは、ＭＡＣ層で暗号化される。
【００６９】
（間欠ウィンドウ制御）
　以上のような同期確立後に、スマートメータ１００の間欠通信部１４４ａと、ゲートウ
ェイ装置２００の間欠通信部２３４ａが、スマートメータ１００からゲートウェイ装置２
００への下り方向の間欠通信を行う処理を、図５を参照して説明する。なお、基本的には
スマートメータ１００は常時起動している。このため、ゲートウェイ装置２００からスマ
ートメータ１００への上り方向の通信については、ゲートウェイ装置２００が起動してい
る時に、いつでも送信可能である。つまり、同期を確立した後は、上り方向と下り方向の
双方向の送受信が可能となる。
【００７０】
　スマートメータ１００の間欠通信部１４４ａは、同期確立時から、数秒ごとに、数百ミ
リ秒の間欠ウィンドウを開く。この間欠ウィンドウは、送信用の送信ウィンドウである。
また、ゲートウェイ装置２００の間欠通信部２３４ａは、同期確立時から、間欠ウィンド
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ウと同じ間隔で、やや長めの間欠ウィンドウを開く。この間欠ウィンドウは、受信用の受
信ウィンドウである。受信側が長めの時間となるのはスマートメータ１００とゲートウェ
イ装置２００間のクロック誤差によるタイミングずれを吸収するためである。
【００７１】
　スマートメータ１００の間欠通信部１４４ａは、この送信ウィンドウ及び受信ウィンド
ウが開いている時間に、下り方向のデータ又はコマンド等の情報を送信する。ゲートウェ
イ装置２００の間欠通信部２３４ａは、データを受信すると、ＭＡＣ　ＡＣＫ等の応答メ
ッセージを送信する。このようなスマートメータ１００とゲートウェイ装置２００との間
の送受信を、送信ウィンドウ及び受信ウィンドウが到来する度に繰り返し行う。
【００７２】
　スマートメータ１００の間欠通信部１４４ａは、送信ウィンドウを閉じている間は、デ
ータを記憶部に保持して送信を待っている送信待機中とする。ゲートウェイ装置２００の
起動制御部２４０は、受信ウィンドウを閉じている間は、スリープ状態とすることにより
、電源である電池の節約をする。
【００７３】
　スマートメータ１００、ゲートウェイ装置２００のＣＰＵのクロックは若干の相違があ
る。このため、同期通信開始から時間が経過すると、同期が外れる程度のズレが生じる。
そこで、スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂ、ゲートウェイ装置２００の同期確
立部２３３ｂは、数分～１０分程度の一定周期で、同期信号と同期確認信号をやり取りす
ることにより、同期を維持する。
【００７４】
（拡張ウィンドウ処理）
　上記のような間欠通信においては、送信ウィンドウ及び受信ウィンドウが開く数秒おき
に、一定の単位のデータを送信することしかできない。そこで、同期通信中に拡張通信を
行う場合を、図６を参照して説明する。スマートメータ１００の第１の通信部１３０は、
下りデータ１として、複数単位のデータをまとめたブロックデータが行くことを示すフラ
グが立ったブロックデータ要求を送信し、下りデータ２として、ブロックデータである汎
用メッセージを送信する。
【００７５】
　すると、スマートメータ１００の拡張通信部１４４ｂは、ブロックデータ要求をゲート
ウェイ２００に送信して、拡張ウィンドウを開く。この拡張ウィンドウは、連続送信ウィ
ンドウである。ゲートウェイ装置２００の拡張通信部２３４ｂは、ブロックデータ要求を
受信すると、拡張ウィンドウを開き、常時受信できる状態とする。この拡張ウィンドウは
、連続受信ウィンドウである。つまり、拡張通信部１４４ｂ、拡張通信部２３４ｂは、間
欠通信の送信ウィンドウ、受信ウィンドウのタイミングを無視したウィンドウ制御をする
。
【００７６】
　拡張通信部１４４ｂは、ブロックデータの最後であることを示す汎用メッセージを送信
する。送信を終えると、拡張通信部１４４ｂは、拡張ウィンドウを閉じる。ゲートウェイ
装置２００の拡張通信部２３４ｂは、ブロックデータの最後である汎用メッセージを受信
し終えると、拡張ウィンドウを閉じる。ゲートウェイ装置２００の起動制御部２４０は、
連続受信ウィンドウが開いている間は、起動状態を維持する。なお、スマートメータ１０
０の拡張通信部１４４ｂが、ブロックデータ要求を送信した後、データの送信がなくなっ
てから所定時間が経過すると、タイムアウトとなり、間欠通信部１４４ａ、間欠通信部２
３４ａによる間欠通信に戻る。
【００７７】
　なお、ブロック化については、スマートメータ１００とゲートウェイ２００の拡張通信
部１４４ｂ、２３４ｂ間で適切なプロトコルによって実現されればよく、例えば、ＭＡＣ
層で行うか、ネットワーク層で行うか、アプリケーション層で行うかは限定されない。
【００７８】
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（同期外れからの復帰処理）
　同期外れをした場合の復帰処理を、図７を参照して説明する。まず、同期外れの検出処
理を説明する。スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂは、同期信号を送信している
にもかかわらず、同期確認を受信できないと、数秒後に再送する。同期確立部１４３ｂは
、再送から数秒後までに、同期確認信号を受信しない場合、同期が外れたと判断して、同
期信号の送信を止める。
【００７９】
　同期信号には、同期信号を受信する周期が含まれているため、ゲートウェイ装置２００
の同期確立部２３３ｂは、その周期が複数回到来しても同期信号を受信できない場合に、
同期が外れたと判断する。例えば、図７では、２回受信できない場合に、同期外れを検出
している。
【００８０】
　次に、同期外れから同期状態に復帰させる再引き込み処理を説明する。同期が外れたと
判断した同期確立部２３３ｂは、同期要求を送信する。例えば、図７では、現在のＰＡＮ
Ａセッション情報に基づく同期要求を送信する。スマートメータ１００は、上記のように
常時起動しているため、同期確立部２３３ｂが同期要求をいつ送信しても、同期確立部１
４３ｂが受信できる。
【００８１】
　ゲートウェイ装置２００の非同期通信部２３１は、非同期通信を行う。つまり、所定時
間連続して同期信号の受信待ちする連続受信待ち状態を、複数回繰り返して、同期信号を
待つ。この時間内に、スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂが、同期要求に応じた
同期信号を送信する場合がある。この場合、送信された同期信号をゲートウェイ装置２０
０の同期確立部２３３ｂが受信して、同期確認信号を送信すると、再度、同期が確立され
、間欠通信が再開する。よって、それ以降は、同期通信が再開する。
【００８２】
　しかし、これによっても同期信号が受信できない場合には、新たなＰＡＮＡセッション
情報で、ゲートウェイ装置２００の同期確立部２３３ｂは、同期要求を送信する。そして
、スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂからの同期信号の受信、ゲートウェイ装置
２００の同期確立部２３３ｂからの同期確認信号の送信を経て、再度同期が確立する。そ
れ以降は、同期通信が再開する。
【００８３】
（チャネル切替通信の場合の下り通信）
　次に、チャネル切替通信の場合の処理を、図８～図１２を参照して説明する。なお、図
８～図１２において、上段はスマートメータ１００の時間軸に沿った受信ウィンドウの開
閉を示す。下段はゲートウェイ装置２００の時間軸に沿った受信ウィンドウ（上側）と、
送信のための起動状態（下側）の変遷を示す。なお、スマートメータ１００は常時起動状
態であるため、自らの受信ウィンドウとは関係なく、ゲートウェイ装置２００の受信ウィ
ンドウに合わせたタイミングで送信ができる。
【００８４】
　上記の例は、スマートメータ１００の第１の通信部１３０による通信のうち、Ａルート
における通信が、３Ｇ／ＬＴＥ等の公衆網を利用した回線のように、常時接続状態にある
場合である。但し、例えば、第１の通信部１３０が、Ａルートとして、無線マルチホップ
を利用している場合、ホッピングにより複数のチャネルを切り替えながら通信している。
【００８５】
　この場合、上記のように、第１の中継部１４０は、ゲートウェイ装置２００との通信に
は、ホームチャネルのみを用いることができるが、このホームチャネルとして第１の通信
部１３０が使用しているチャネルを使用することも可能である。ホームチャネルも周期的
に到来するため、データを送信できるタイミングは間欠的に到来する。このため、スマー
トメータ１００の第１の中継部１４０も、ゲートウェイ装置２００との関係では、いつで
もデータを受信できるわけではなく、間欠通信をすることになる。
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【００８６】
　例えば、スマートメータ１００側で、１番、２番、３番、…とチャネルを切り替えて通
信している場合に、他のスマートメータ１００との通信のために２番、３番のチャネルを
使用していると、ゲートウェイ装置２００側でチャネル１番を固定的に使用するように設
定されていると、２番、３番のチャネルでは通信できない。
【００８７】
　スマートメータ１００との通信に用いるホームチャネルを決めるために、ゲートウェイ
装置２００の非同期通信部１４１は、チャネルを変化させながら拡張ビーコンリクエスト
を送信する。切り替わるチャネルは、一定時間ごとに同じチャネルが戻ってくる。スマー
トメータ１００の非同期通信部１４１が、ホームチャネルで拡張ビーコンリクエストを受
信した場合に、拡張ビーコンを送信すると、ホームチャネルでの通信が決まる。その後の
接続認証は、上記の通りである。
【００８８】
　そして、図８に示すように、スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂは、一定時間
Ｔｓｙｎｃごとに、同期信号をゲートウェイ装置２００に送信する。同期信号には、スマ
ートメータ１００がどのタイミングで、ホームチャネルに戻るかを示す情報が含まれる。
【００８９】
　この情報は、例えば、Ｔ０、Ｔ１、Ｎである。Ｔ０は、次のホームチャネルが到来する
タイミングである。Ｔ０は、同期信号の送信タイミング毎に可変値をとる。Ｔ１は、ホー
ムチャネルが到来する一定の周期である。Ｎは、ホームチャネルが戻ってくる周期が何回
分まで同期が維持されていると考えるかの回数である。クロックがずれても通信できる最
大秒を、チャネルの周期Ｔ１で割った数がＮとなる。周期Ｔ１ごとにＮ回カウントすると
、同期が維持できる最大時間になる。すると、Ｔ０、Ｔ１として通知した情報は、期限切
れとなるので、スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂは、新しい同期信号を送信す
る。新たな同期信号により同期した後は、Ｎ回カウントするまでは、同期が維持されてい
るものとみなされる。
【００９０】
　同期信号を受信したゲートウェイ装置２００の同期確立部２３３ｂは、同期確認信号を
、次のタイミングで送信する。そして、ゲートウェイ装置２００の間欠通信部２３４は、
所定の時間Ｔｐごとに、一定時間Ｔｒ、間欠ウィンドウを開く。この間欠ウィンドウは受
信ウィンドウである。この受信ウィンドウが開いているときに、スマートメータ１００の
間欠通信部１４４ａは、データを送信する。同期信号も、受信ウィンドウが開いていると
きに送信する。スマートメータ１００の同期確立部１４３ｂが、同期確認を受信できない
場合、再送制御部１４３ｃは、次の受信ウィンドウに同期信号を再送する。
【００９１】
（エラー時の再送処理）
　スマートメータ１００側の同期確立部１４３ｂが、同期信号を送信するときにＣＣＡ（
Clear Channel Assessment）エラーとなった場合、又は同期信号を送信したがＭＡＣ　Ａ
ＣＫ受信エラーとなった場合の再送処理について、図９を参照して説明する。ＣＣＡエラ
ーは、空きチャネル判定で、チャネルがビジーでデータを出せなかったというエラーであ
る。ＭＡＣ　ＡＣＫエラーは、データを送信したが、送信相手からの応答であるＡＣＫが
受信できなかったというエラーである。
【００９２】
　上記のようなエラーとなった場合、再送制御部１４３ｃは、同じ受信ウィンドウ内で再
送できるタイミングであれば、同期信号の再送を行う。また、同じ受信ウィンドウ内で再
送できない場合には、次の受信ウィンドウが開くタイミングで、再送を行う。
【００９３】
　いずれの再送の場合にも、同期信号における受信ウィンドウの開始タイミングを補正す
る。まず、ゲートウェイ装置２００における同期確立部２３３ｂが同期信号を受信した時
には、補正部２３３ｄは、次の受信ウィンドウの開始タイミングを、以下のようにオフセ
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ット値を加減することにより再計算して求める。
【００９４】
　送信データの受信終了タイミングと、送信すべきヘッダを含むパケット長は把握されて
いる。送信データの受信終了タイミングは、送信データの最終オクテットの受信タイミン
グ（時刻）である。パケット長は、ＰＨＹヘッダ（ＳＨＲ、ＰＨＲ）及びＰＨＹペイロー
ド（ＰＳＤＵ）の長さである。この受信終了タイミングに、クロックのずれを示すドリフ
トマージンを加えて、パケット長と受信ウィンドウ間隔Ｔｐを引いた値を、次の受信ウィ
ンドウ開始タイミングとして求める。同様に、スマートメータ１００における同期確立部
１４３ｂも、同期確認信号を受信した時には、補正部１４３ｄが、次の受信ウィンドウの
開始タイミングを再計算して求める。
【００９５】
（チャネル切替通信の場合の上り通信）
　上記のチャネル切替通信で、ゲートウェイ装置２００からスマートメータ１００への上
り通信を行う場合を、図１０を参照して説明する。スマートメータ１００の同期確立部１
４３ｂは、上記のように、同期信号によって、ホームチャネルのタイミングをゲートウェ
イ装置２００に通知している。
【００９６】
　ゲートウェイ装置２００の起動制御部２４０は、起動設定部２５０の設定に従ったタイ
ミングで、第２のネットワークＮ２から第２の通信部２２０がデータを受信するために、
ゲートウェイ装置２００を起動状態とする。このとき、さらに、データをスマートメータ
１００に送信するためには、起動制御部２４０は、次のホームチャネルのタイミングまで
起動状態で待って送信してからスリープ状態とする。若しくは、起動制御部２４０は、一
旦スリープ状態としてから、次のホームチャネルのタイミングで起動状態として送信して
もよい。この態様のタイミング制御の詳細については、後述する。
【００９７】
（上り通信の再送制御）
　図１１に示すように、同期通信部２３４の間欠通信部２３４ａは、上りデータを送信す
る場合、初回送信の場合でも、待ち時間を経るバックオフを行う。間欠通信部２３４ａは
、中継ネットワークＮ３上にキャリアを検出した場合には、さらにバックオフを行う。さ
らに連続してキャリアを検出した場合には、次のホームチャネルのタイミングで再送を行
う。図１２に示すように、ＭＡＣ　ＡＣＫエラーの場合にも、次のホームチャネルのタイ
ミングで再送を行う。
【００９８】
（チャネル制御の具体例）
　さらに、上述のチャネル制御の具体例を、図１３を参照して説明する。送信方法１～３
は、それぞれ上段がスマートメータ１００が使用する受信チャネルの時系列での変遷を示
す。上段は、個々のマス目が個々の受信チャネルである。例えば、受信チャネルは、２０
チャネル周期でホームチャネルが到来するものとする。その他のチャネルは、第１の通信
部１３０が、Ａルートで使用するいずれかのチャネルである。このいずれかのチャネルを
使用するか及びその周期は、スマートメータ１００毎に決まっている。下段がゲートウェ
イ装置２００の起動状態、スリープ状態の時系列での変遷を示す。
【００９９】
　まず、送信方法１は、スマートメータ１００のホームチャネルが到来する周期に合わせ
たタイミングで、ゲートウェイ装置２００の起動制御部２４０が、定期的にゲートウェイ
装置２００を起動した後、スリープ状態とすることを繰り返す方法である。例えば、１番
、２１番、４１番、…といったタイミングで起動する。起動時に、スマートメータ１００
への送信データがある場合には、データを送信する。送信データが無い場合には、データ
を送信しない。また、起動制御部２４０は、定期的な起動の他に、第２のネットワークＮ
２からのデータを受信するためにもゲートウェイ装置２００を起動して、データを受信す
る。このタイミングは、ゲートウェイ装置２００側の第２のネットワークＮ２からのデー



(17) JP 6570879 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

タの定期的な受信タイミングとして、起動設定部２５０に設定されている。なお、以下の
起動条件も、起動設定部２５０にあらかじめ設定されている。受信したデータは、蓄積部
２６０が蓄積し、その後、起動制御部２４０はスリープ状態とする。蓄積したデータは、
定期的な起動の際に、スマートメータ１００に送信する。
【０１００】
　この送信方法１の場合、起動は間欠的であるため、ゲートウェイ装置２００の電源の消
費電力を節約できる。但し、送信データが少ない場合、起動しても送信がないケースが多
くなる。
【０１０１】
　次に、送信方法２では、ゲートウェイ装置２００の起動制御部２４０は、定期的な起動
はしない。そして、起動制御部２４０は、第２のネットワークＮ２からデータを受信する
ためにゲートウェイ装置２００を起動した場合に、ホームチャネルのタイミングまで起動
した状態として、データをスマートメータ１００に送信した後にスリープ状態とする。こ
の場合、スマートメータ１００へのデータ送信まで起動を継続する待ち時間が必要になる
が、データ送信しない定期的な起動がなくなるため、消費電力をより節約できる。これは
、データが比較的少ない場合に有効である。
【０１０２】
　さらに、送信方法３は、ゲートウェイ装置２００の起動制御部２４０は、定期的な起動
をしない点は、送信方法２と同様である。但し、起動制御部２４０は、第２のネットワー
クＮ２からデータを受信するためにゲートウェイ装置２００を起動した場合、データ受信
後はスリープ状態とする。そして、起動制御部２４０は、次のホームチャネルのタイミン
グが来たら再度起動して、データをスマートメータ１００に送信した後に再度スリープ状
態とする。この場合、スマートメータ１００へのデータ送信まで起動を継続する待ち時間
も不要になるので、消費電力をより一層節約できる。
【０１０３】
［効果］
（１）本実施形態の通信システムＳは、常時電力を供給する電源との第１の接続部１１０
と、外部からの検出データを取得する検出データ取得部１２０と、検出データ取得部１２
０が取得した検出データを第１のネットワークＮ１を介して送受信する第１の通信部１３
０と、中継ネットワークＮ３との接続を行う第１の中継部１４０と、を有するスマートメ
ータ１００を有する。
【０１０４】
　また、定容量の電源との第２の接続部２１０と、第２のネットワークＮ２を介して通信
する第２の通信部２２０と、中継ネットワークＮ３を介して、第１の中継部１４０に接続
された第２の中継部２３０と、第２の通信部２２０及び第２の中継部２３０を、消費電力
が高く通信が可能な起動状態とするか、消費電力が低く通信をしないスリープ状態とする
かを制御する起動制御部２４０と、を有するゲートウェイ装置２００を有する。
【０１０５】
　さらに、第１の中継部１４０及び第２の中継部２３０は、ゲートウェイ装置２００とス
マートメータ１００との間で、常時通信可能な非同期モードで通信を行う非同期通信部１
４１、２３１と、ゲートウェイ装置２００とスマートメータ１００との間で、同期信号及
び同期確認信号の送受信により、同期の確立及び維持を行う同期制御部１４３、２３３と
、ゲートウェイ装置２００とスマートメータ１００との間で、起動状態であり、且つ確立
された同期に従った所定のタイミングで通信する同期モードで通信を行う同期通信部１４
４、２３４と、を有する。
【０１０６】
　このため、ゲートウェイ装置２００は、起動制御部２４０がスリープ状態のときには通
信をせずに、起動状態の時にスマートメータと同期モードで通信を行うので、定容量の電
源の消費電力を節約しつつ、常時起動しているとは限らないゲートウェイ装置２００と、
常時起動しているスマートメータ１００との通信を確保できる。
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【０１０７】
（２）第１の中継部１４０及び第２の中継部２３０における同期通信部１４４、２３４は
、確立された同期に従った所定の間隔で開く間欠ウィンドウによって通信を行う間欠通信
部１４４ａ、２３４ａを有する。
【０１０８】
　このように、間欠ウィンドウによって通信を行うので、データの大小にかかわらず、送
受信の機会を必ず確保できるとともに、間欠ウィンドウ以外の時間をスリープ状態として
消費電力を節約できる。
【０１０９】
（３）第１の中継部１４０及び前記第２の中継部２３０における同期通信部１４４、２３
４は、１回の間欠ウィンドウで通信できる容量を超える情報を、まとめて送受信する拡張
ウィンドウによって通信を行う拡張通信部１４４ｂ、２３４ｂを有する。
【０１１０】
　このため、間欠ウィンドウによって送受信の機会を確保しつつ、大容量の情報について
は、拡張ウィンドウによって速やかに送受信することができる。
【０１１１】
（４）第１の中継部１４０及び第２の中継部２３０における非同期通信部１４１は、第１
の中継部１４０の同期制御部１４３が同期確認信号を受信できない場合又は第２の中継部
２３０の同期制御部２３３が同期信号を受信できない場合に、非同期モードでの通信を行
う。
【０１１２】
　このため、同期が確立できない場合に、互いに常時通信可能な状態として、必要な通信
を確保することができる。
【０１１３】
（５）同期制御部１４３、２３３は、次回の間欠ウィンドウの開始タイミングを、同期信
号の送信時刻又は受信時刻に、所定のオフセット値を加算又は減算して補正する補正部１
４３ｄ、２３３ｄを有する。
【０１１４】
　このため、クロックのずれや送受信する情報量等、種々の要素を考慮して、開始タイミ
ングを補正することにより、開始タイミングを正確に設定することができる。
【０１１５】
（６）第１の中継部１４０における同期制御部１４３は、同期信号に、間欠ウィンドウの
開始タイミング、間欠ウィンドウの継続時間、間欠ウィンドウを繰り返す回数を含めて設
定する同期設定部１４３ａと、同期設定部１４３ａにより設定された設定内容に基いて、
ゲートウェイ装置２００との同期を確立する同期確立部１４３ｂと、を有する。
【０１１６】
　このため、スマートメータ１００側からゲートウェイ装置２００側へ、同期に必要な最
低限の情報を通知することにより、同期を確立することができる。
【０１１７】
（７）第１の中継部１４０における同期制御部１４３は、同期信号に対する同期確認信号
が受信できなかった間欠ウィンドウと同一の間欠ウィンドウ内で、同期信号の再送が可能
な場合には、当該間欠ウィンドウ内で再送し、当該間欠ウィンドウを経過した場合には、
次回以降の間欠ウィンドウで再送を行う再送制御部１４３ｃを有する。
【０１１８】
　このため、送信の機会を有効利用して、高速に且つ確実にデータを送信することができ
る。
【０１１９】
（８）ゲートウェイ装置２３０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を受
信するために起動状態とした場合に、所定のタイミングまで受信した情報を蓄積する蓄積
部２６０を有する。
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【０１２０】
　このため、受信した情報を蓄積しておき、状況に応じた種々のタイミングで情報を送信
することができる。
【０１２１】
（９）ゲートウェイ装置２３０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を受
信するために起動状態としてから、次回の所定のタイミングが到来して蓄積部２６０が蓄
積した情報を送信するまで、継続して起動状態とするように、起動制御部２４０による起
動条件を設定する起動設定部２５０を有する。
【０１２２】
　このため、蓄積した情報がある場合のみ、次回の所定のタイミングを待って起動して送
信することにより、消費電力を節約できる。
【０１２３】
（１０）ゲートウェイ装置２３０は、起動制御部２４０が、第２の通信部２２０が情報を
受信するために起動状態としてから、次回の所定のタイミングが到来するまでスリープ状
態として、当該タイミングが到来した場合に起動状態として蓄積部２６０が蓄積した情報
を送信するように、起動制御部２４０による起動条件を設定する起動設定部２５０を有す
る。
【０１２４】
　このため、データを受信して蓄積部に蓄積したデータを、それに次ぐ所定のタイミング
が到来するまでスリープ状態とするので、消費電力をより一層節約できる。
【０１２５】
（１１）第２の中継部２３０は、複数のチャネルのうち、周期的に到来する１つのチャネ
ルを、通信に使用するチャネルとして設定するチャネル設定部２３２を有する。
【０１２６】
　このため、スマートメータ１００が、第１の通信部１３０により、複数のチャネルを周
期的に利用してデータを送受信している場合に、第２の中継部２３０も、これに合わせて
ウィンドウを制御することにより、異なるネットワーク同士の整合性を図ることができる
。
【０１２７】
［他の実施形態］
　本実施形態は、上記の態様には限定されない。
（１）上記の実施形態は、電力用のスマートメータの適用例である。但し、スマートメー
タ及びゲートウェイ装置が送受信する情報は、上記で例示したものには限定されない。
【０１２８】
（２）情報の送受信用のネットワークは、情報の送受信が可能なネットワークであれば、
現在又は将来において利用可能なあらゆるネットワークを利用可能である。上記の通信方
式、プロトコルは例示であり、有線か無線か、どのような通信方式、プロトコルを用いる
かは問わない。
【０１２９】
（３）上記の処理手順は一例であり、本実施形態の技術思想に反しない限り、処理の省略
、追加、順序の変更は可能である。また、実施形態に用いられる情報の具体的な内容、値
は自由であり、特定の内容、数値には限定されない。
【０１３０】
（４）実施形態において、値に対する大小判断、一致不一致の判断等において、以上、以
下として値を含めるように判断するか、より大きい、上回る、超える、より小さい、下回
るとして値を含めないように判断するかの設定も自由である。
【０１３１】
（５）以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として
提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種
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囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れるものである。
【符号の説明】
【０１３２】
１００　スマートメータ
１１０　第１の接続部
１２０　検出データ取得部
１３０　第１の通信部
１４０　第１の中継部
１４１　非同期通信部
１４２　チャネル設定部
１４３　同期制御部
１４３ａ　同期設定部
１４３ｂ　同期確立部
１４３ｃ　再送制御部
１４３ｄ　補正部
１４４　同期通信部
１４４ａ　間欠通信部
１４４ｂ　拡張通信部
２００　ゲートウェイ
２１０　第２の接続部
２２０　第２の通信部
２３０　第２の中継部
２３１　非同期通信部
２３２　チャネル設定部
２３３　同期制御部
２３３ａ　同期設定部
２３３ｂ　同期確立部
２３３ｃ　再送制御部
２３３ｄ　補正部
２３４　同期通信部
２３４ａ　間欠通信部
２３４ｂ　拡張通信部
２４０　起動制御部
２５０　起動設定部
２６０　蓄積部
４００　ＷＡＮ
５００　ＨＥＳ
６００　ＭＤＭＳ
７００　ＨＥＭＳ
Ｎ１　第１のネットワーク
Ｎ２　第２のネットワーク
Ｎ３　中継ネットワーク
Ｓ　通信システム
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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